
山梨県水泳連盟規約

第１章総則

この連盟は、山梨県水泳連盟[以下「連盟」という］と称す。

この連盟は、主たる事務所を山梨県甲府市に置く。

（名称）

第１条

（事務所）

第２条

（資格）

第３条 この連盟は、公益財団法人日本水泳連盟「加盟団体規程」に従い、山梨県内の水泳及び水泳競技の統

括代表団体としての資格で､公益財団法人日本水泳連盟並びに公益財団法人山梨県スポーツ協会に加

盟する。

第２章目的及び事業

（目的）

第４条公益財団法人日本水泳連盟は､水泳界を統括し、代表する団体として水泳及び水泳競技(競泳､飛込、

水球、アーテイステイックスイミング、オープンウォータースイミング及び日本泳法をいう。以下同

じ）の健全な普及・発展を図り、もって国民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。そし

て、その実現のために、山梨県水泳連盟は県内における水泳及び水泳競技を健全に普及、発展させス

ポーツ文化の進展に寄与することを目的とする。

（事業）

第５条この連盟は、前条の目的を達成するため、つぎの事業を行う。

（１）水泳競技に関する各種競技会の開催事業

（２）公益財団法人日本水泳連盟「競技団体及び競技者登録規程」に定める競技団体登録及び競技者

登録のための事業

（３）水泳競技及びその競技会を成立させるための基礎条件の整備維持事業

（４）国民体育大会水泳競技等に対する代表参加者の選考及び派遣並びに県外からの選手等の招へい
事業

（５）水泳競技に関する競技力向上のための選手強化事業

（６）水泳及び水泳競技の普及事業

（７）我が国古来の伝統的な泳法の研究並びにその保存及び紹介事業

（８）その他この連盟の目的を達成するために必要な事業
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第３章資産及ぴ会計

（基本財産）

第６条この連盟の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この連盟の基本財産とする。
（事業年度）

第７条この連盟の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。
（事業計画及び収支予算）

第８条この連盟の事業計画書、収支予算書を記載した書類については、理事会の決議を経て、総会の承認を
受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

２前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に
供するものとする。

（事業報告及び決算）

第９条この連盟の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、監事の監査を受けた上で、全ての書類
について理事会及び総会の承認を受けなければならない。

（１）事業報告

（２）決算報告書及び附属明細書
（３）財産目録

２第１項の書類のほか、つぎの書類を主たる事務所に５年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、
規約及び細則を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
（１）役員名簿

（２）運営組織及び事業活動の状況の概要を記載した総会資料

し
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（経費）

第１ｏ条この連盟の経費はつぎに掲げるものをもって支弁する。

（１）会費、登録料

（２）事業に伴う収入

（３）委託金、及び補助金

（４）寄付金

（５）その他の収入

（会費及び登録料等）

第１１条会員は所定の会費を定められた期日までに､また､各登録者は所定の登録料を定められた期日までに、
連盟あて納付することを要する。しかし、２年以上滞納した時はその資格を喪失する。

２会費及び登録料等の額は理事会及び総会の決議によりこれを別に定める。

（特別会計）

第１２条この連盟は特別会計を設けることができる。
腿

第４章会員・地域連盟

（会員）

第１３条この連盟の会員は次の２種類とする。

（１）会員連盟の使命及び目的を支持し、その事業の遂行を援助することに賛同する個人及び

団体

（２）賛助会員連盟の事業を賛助するため入会した個人及び団体

（地域連盟）

第１４条この連盟は、事業遂行上必要と認めた地域に理事会及び総会の決議により地域連盟を設けることがで

きる。

第５章役員

（役員の設置）

第１５条この連盟につぎの役員を置く。

。会長１名。副会長若干名・理事長１名。副理事長若干名
・理事若干名。藍事２名。公認測量士１名

第１６条会長及び副会長は、理事会によって推薦ざれ総会の決議により選任する。

第１７条理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から互選により選定する。

第１８条理事は、会員で、かつ、各正。副委員長とする。

２理事は、総会の決議により選任する。

３理事は、理事会を構成し、法令及びこの規約・細則で定めるところにより、職務を執行する。

（役員の職務及び権限）

第１９条会長は、この連盟を代表しその業務を執行する。

副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時はこれを代行する。

理事長は、常時連盟の事務及び業務を施行する。

副理事長は、理事長を補佐し担当業務を分掌し執行する。

理事は、連盟の目的を理解してその達成に向けて適切に職務を執行する。

第２０条監事は、つぎに掲げる業務を行う。

（１）会計報告書並びにこれらの附属明細書、財産目録を監査し会計監査報告を作成する。

（２）この連盟の業務及び財産の状況を調査することができる。

（３）業務及び財産の状況について違反する行為があったと認められる場合は、これを理事会又は総

会で報告する。

（４）前号の報告をするために必要な場合は、理事会又は総会を招集することができる。

（役員の任期）

第２１条役員の任期は、総会から総会までの２年間とする。ただし、再任を妨げない。また、補欠により選任

された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

（組織の使命及び社会的責任）

第２２条役員は、この規約第４条に規定する設立目的に従い、広く公益実現に貢献すべき重大な責務を負って

いることを認識し、社会からの期待に相応しい事業運営にあたらねばならない。

（社会的信用の維持）

第２３条役員は、常に公正かつ誠実に事業運営にあたり、社会的信用の維持。向上に努めなければならない。
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（法令等の遵守）

第２４条役員は、関連法令及び公益財団法人日本水泳連盟の定款、倫理規程その他の内規を厳格に遵守し、社
会的規範にもとることなく、適正に事業を運営しなければならない。

第６章名誉会長・名誉顧問・顧問及び参与

（名誉会長）

第２５条この連盟に名誉会長１名を置くことができる。

２名誉会長は理事会が推挙した者につき、総会の決議を経て、会長が委嘱する。

３名誉会長は、理事会及び総会に出席して意見を述べることができる。

（名誉顧問、顧問及び参与）

第２６条この連盟に名誉顧問、顧問及び参与それぞれ若干名を置くことができる。

２名誉顧問、顧問及び参与は理事会が推挙した者につき、総会の決議を経て、会長が委嘱

３名誉顧問、顧問及び参与は、理事会及び総会に出席して意見を述べることができる。

会長が委嘱する。

第７章総会

（構成）

第２７条総会は、すべての会員をもって構成する。

（権限）

第２８条総会は、つぎの事項について決議する。

（１）各事業年度の事業報告及び決算の承認

（２）役員の選任又は解任

（３）各事業年度の事業計画及び予算の承認

（４）規約及び細則の変更

（５）その他総会で決議するものとしてこの規約及び細則で定められた事項
（開催）

第２９条総会は、定時総会として毎年５月に１回開催するほか、必要がある場合に開催する。
（議長選出）

第３０条総会の議長は、出席した会員の中から互選により選定する。
（総会の運営）

第３１条総会は、会員(委任状を含む)の過半数の出席がなければ、開催することができない。
２議長は、総会の開会に際し、会員の出席者数を確認しなければならない。
３議長は、総会の秩序を維持し、議事を整理する。

（決議）

第３２条総会の決議は、議決に加わることができる会員の過半数をもって行う。

Ⅷ

第８章理事会

（構成）

第３３条理事会は、すべての理事をもって構成する。
（権限）

第３４条理事会は、つぎの職務を行う。
（１）連盟の業務執行の決定

（２）緊急事項に関して公益財団法人日本水泳連盟「危機管理委員会規程」

、

（Ｚノ索忌事項に関して公益財l丈l法人日本水泳連盟｜危機管理委員会規程」に従い総会に代わってこ

れを審議し議決する。ただし、事後総会に報告し承認を得るものとする。
（開催）

第３５条理事会は、会長が招集する。

２理事会は、通常理事会と臨時理事会の２種とする。
（決議）

第３６条理事会の決議は、理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

、

第９章委員会

（委員会の設置）

第３７条この連盟に委員会を置くことができる。

２臨時に必要ある場合は、理事会の決議により特別委員会を定めることができる。
３特別委員会は、特定の専門事項について調査研究、協議及び審査を行う。
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（委員会の組織）

第３８条委員会の目的及び事業は、理事会及び総会の決議によりこれを細則に定める。
（１）各委員会の構成は、総会の承認により会長が委嘱する委員長１名、副委員長若干名、委員長が

委嘱する委員若干名とする。

（２）委員長は委員会を代表し､専門的分野における業務を執行する｡副委員長は､委員長を補佐し、
委員長に事故ある時はその業務を代行する。

（３）委員は、委員長の業務執行を支援し、その任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。

（４）各委員会は、事業達成のため、年度における事業計画及び予算、並びにこれに伴う事業の実施
報告及び決算報告を理事長に提出し、理事会及び総会において、報告するものとする。

(５）委員会の運営に関する規程は、理事会の承認を経てこれを別に定める。

第１０章規約及び細貝Ｉの変更

（規約及び細則の変更）

第３９条この規約及び細則は、理事会及び総会の決議によって変更することができる。 腿

附則
面

１連盟規約施行に関し必要な事項は、理事会の決議により会長がこれを定める。

２連盟規約についての細則は、理事会及び総会の決議によりこれを別に定める。

本規約は、昭和５９年４月１日よ

－部改正昭和５９年７月７日

一部改正平成３年５月３０日

一部改正平成９年５月１０日

一部改正平成１１年６月１３日

一部改正平成１４年５月１２日

一部改正平成２０年５月１８日

一部改正平成２６年５月１８日

一部改正平成２９年５月２１日

一部改正令和元年５月２６日

１日より改正施行する。
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